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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和2年8月27日(2020.8.27)

【公表番号】特表2019-528374(P2019-528374A)
【公表日】令和1年10月10日(2019.10.10)
【年通号数】公開・登録公報2019-041
【出願番号】特願2019-502788(P2019-502788)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ   2/06     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ   2/20     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ   2/40     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  18/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ    2/06     　　　　
   Ｃ２３Ｃ    2/20     　　　　
   Ｃ２３Ｃ    2/40     　　　　
   Ｃ２２Ｃ   18/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月20日(2020.7.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーティング浴を用いる溶融コーティング法により、鋼ストリップ上にＺｎ－Ａｌ－Ｍ
ｇコーティングを提供する方法であって、
　前記コーティングの厚さが、前記コーティング浴の上方のガスナイフにより制御され、
　ビーチ欠陥のない良好な外観を得るために、前記鋼ストリップ上の前記コーティングが
、
　１．０～１．５重量％のマグネシウム、
　１．５～２．４重量％のアルミニウム、
　任意である合計０．３重量％未満のＳｉ、Ｓｎ、Ｂｉ、Ｓｂ、Ｌｎ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｓｃ
、Ｓｒ及び／又はＢ、
　亜鉛及び不可避的不純物である残部
からなる組成を有し、
　Ａｌ及びＭｇの含有量が、以下の関係：
　Ａｌ（重量％）＞１．２８Ｍｇ（重量％）＋０．２５
を満たし、
　各ガスナイフと前記鋼ストリップとの間の距離（ｍｍ）をＺとし、片面のコーティング
層の重量（ｇ／ｍ２）をＣＷとしたとき、ＣＷ＜４５ｇ／ｍ２である場合に、Ｚ＜０．６
ｅ０．０６４ＣＷである、前記方法。
【請求項２】
　任意であるＳｉ、Ｓｎ、Ｂｉ、Ｓｂ、Ｌｎ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｓｃ、Ｓｒ及び／又はＢの合
計重量が０．１重量％未満である、請求項１に記載の方法。 
【請求項３】
　ＣＷ＜４０ｇ／ｍ２、好ましくはＣＷ＜３５ｇ／ｍ２である、請求項１又は２に記載の
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方法。
【請求項４】
　前記コーティングが、マグネシウムが１．１～１．５重量％、好ましくは１．２～１．
５重量％、さらに好ましくは１．３～１．５重量％で存在する組成を有し、かつ／あるい
は、前記コーティングが、アルミニウムが１．６～２．４重量％、好ましくは１．７～２
．４重量％、さらに好ましくは１．８～２．４重量％、最も好ましくは１．９～２．３重
量％で存在する組成を有する、請求項１、２又は３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ガスナイフが、前記浴の上方に５００ｍｍ以下の距離、好ましくは前記浴の上方に
４００ｍｍ以下の距離、さらに好ましくは前記浴の上方に３００ｍｍ以下の距離を有する
、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ガスナイフが、前記浴の上方に２５０ｍｍ以下の距離、好ましくは前記浴の上方に
２２０ｍｍ以下、さらに好ましくは前記浴の上方に２００ｍｍ以下の距離を有する、請求
項５に記載の方法。 
【請求項７】
　前記ストリップが、前記コーティング浴に入る前に、１．５μｍ未満の粗さＲａを有す
る、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ストリップが、前記コーティング浴に入る前に、１．０μｍ未満の粗さＲａを有す
る、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記鋼ストリップが、炭素鋼ストリップである、請求項１～８のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１０】
　コーティングされた前記鋼ストリップが、４００～２５００ｍｍの幅及び０．５～５ｍ
ｍのゲージを有する、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　コーティングされた前記鋼ストリップが、４００～４００００ｍ、好ましくは１０００
～４０００ｍの長さを有する、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　溶融コーティング法によって形成されるＺｎ－Ａｌ－Ｍｇコーティングを有する鋼スト
リップであって、
　前記コーティングが、
　１．０～１．５重量％のマグネシウム、
　１．５～２．４重量％のアルミニウム、
　任意である合計０．３重量％未満のＳｉ、Ｓｎ、Ｂｉ、Ｓｂ、Ｌｎ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｓｃ
、Ｓｒ及び／又はＢ、
　亜鉛及び不可避的不純物である残部
からなる組成を有し、
　Ａｌ及びＭｇの含有量が、以下の関係：
　Ａｌ（重量％）＞１．２８Ｍｇ（重量％）＋０．２５
を満たし、
　片面のコーティング層のコーティング重量が、４５ｇ／ｍ２未満であり、
　前記コーティングが、二元系（Ｚｎ＋ＭｇＺｎ２）ミクロ組織を含まない、前記鋼スト
リップ。
【請求項１３】
　表面欠陥が全く存在しないことを確実にするために、金属ストリップの各面上のコーテ
ィング重量が４０ｇ／ｍ２未満、好ましくは３５ｇ／ｍ２未満である、請求項１２に記載
の鋼ストリップ。
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【請求項１４】
　前記コーティングが、マグネシウムが１．１～１．５重量％、好ましくは１．２～１．
５重量％、さらに好ましくは１．３～１．５重量％で存在する組成を有し、かつ／あるい
は、前記コーティングが、アルミニウムが１．６～２．４重量％、好ましくは１．７～２
．４重量％、さらに好ましくは１．８～２．４重量％、最も好ましくは１．９～２．３重
量％で存在する組成を有する、請求項１２又は１３に記載の鋼ストリップ。
【請求項１５】
　前記コーティングが、均一に分布した（Ａｌ＋Ｚｎ＋ＭｇＺｎ２）三元系共晶構造を有
する、請求項１０～１４のいずれか一項に記載の鋼ストリップ。
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